
別紙
随意契約理由書

　落合クリーンセンターごみクレーン運転監視装置ソフトウェア改修

　株式会社　日立プラントメカニクス　関西支店

件 名

根 拠 法 令

契 約 の 相 手 方

担 当 部 署
（ 問 合 せ 先 ）

　環境局施設課 落合クリーンセンター  　　　　（電話番号　７９２－３８２４）

  地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該当

随 意 契 約 の 理 由

　本業務は、落合クリーンセンターに設置しているごみクレーンの運転監視装置のソフトウェア
の改修を行うものである。
　ごみクレーン設備の一部である運転監視装置は、ごみクレーン製作業者が作成したソフトウェ
アで運用されているため、本業務の実施にはごみクレーンの製作業者しか所有していない当該
運転監視装置のソフトウェアの専門的知識が必要である。
　製作・設置は株式会社日立プラントテクノロジーであるが、クレーン事業は株式会社日立プラ
ントメカニクスが事業継承している。
以上の理由から、上記業者との随意契約を行うものである。


